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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
　当社の経営理念は「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時にスポーツ
が持つ可能性を様々なフィールドで発揮し、個人、法人、地域社会そして日本
の発展に貢献すること」であり、この経営理念が当社のコーポレート・ガバナ
ンスを支える基本的な考え方であります。
　適切なコーポレート・ガバナンスを実現するため、監査役会設置会社である
当社は、監査役が当グループ会社の代表取締役や担当取締役、又は従業員に対
して営業の状況や意思決定のプロセス等の確認を行い、監査を実施しておりま
す。また社外監査役及び社外取締役の意見を経営に反映させることで透明性を
高めるよう取り組んでおります。
　監査役は、取締役会に毎回出席し、会社全般又は個別案件ごとに公平、かつ
客観的に意見を述べるとともに監査役会での監査方針に従い取締役の業務執行
を監査しております。

② 業務の適正を確保するための体制
　当社は2017年５月19日開催の取締役会において会社法第362条及び会社法施行
規則第100条に基づき、業務の適正を確保するための体制整備に向けた基本方針
を決定し、2018年３月16日開催の取締役会にて一部改定いたしました。その概
要は以下のとおりであります。

a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制
イ)取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守する
とともに、「経営理念」に基づいた適正かつ健全な企業活動を行うこととしてお
ります。
ロ)取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内
規程を整備し、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行しております。
ハ)各部門責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守
体制の整備及び推進に努めております。コンプライアンス違反があると知った
ときは、「コンプライアンス規程」に則り、コンプライアンス推進責任者に対し
報告を行っております。
ニ)代表取締役直轄の内部監査人を選任し、各部門の業務執行及びコンプライア
ンスの状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役及び監査
役に報告しております。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等につい
ては、内部通報制度を構築し、内部窓口に加え外部窓口を定め、適切に運用・
対応しております。

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ)取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報について
は、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」、「稟議規程」等
に基づき、適切に保存及び管理しております。
ロ)取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとして
おります。
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c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ)取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステ
ムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見
直すものとしております。
ロ)リスク情報等については常務会を通じて各部門責任者より取締役及び監査役
に対し報告を行っております。個別のリスクに対しては、研修の実施、マニュ
アルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的
対応は内部監査人が行うものとしております。
ハ)不測の事態が発生した場合には、代表取締役指揮下の対策本部を設置し、必
要に応じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行
い、損害の拡大を防止する体制を整えております。
ニ)内部監査人は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役及
び監査役に報告するものとし、取締役会において問題点の把握と改善に努めて
おります。

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運
営に関する規程を定めるとともに、取締役会を原則として月１回開催するほか、
必要に応じて適宜臨時に開催しております。
ロ)事業活動の総合調整と業務執行の意思統一を図る機関として常務会を設置
し、当社の全般的な重要事項について審議しております。常務会は、原則とし
て週１回開催しております。
ハ)取締役会は、当社及び当社の財務、投資、コスト等の項目に関する目標を定
め、目標達成に向けて実施すべき具体的方法を各部門に実行させ、取締役はそ
の結果を定期的に検証し、評価、改善を行うことで全社的な業務の効率化を実
現することとしております。
ニ)予算に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、目標と責任を明確に
するとともに、予算と実績の差異分析を通じて業績目標の達成を図っておりま
す。

e.当社及びその関連会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため
の体制
イ)関連会社等を含め、企業集団全体で内部統制の徹底を図るための体制を整備
することとしております。

f.財務報告の信頼性を確保するための体制
イ)内部統制システムの構築に関する基本方針及び別途定める「財務報告に係る
内部統制の基本方針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行
っております。

g.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該
使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ)監査役は、管理本部の使用人に監査業務に必要な事項を指示することができ
ます。指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役、部門長等の指揮命令
を受けないものとしております。
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ロ)取締役及び使用人は、監査役より監査業務に必要な指示を受けた管理本部の
使用人に対し、監査役からの指示の実効性が確保されるように適切に対応して
おります。

h.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告
に関する体制
イ)監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取
締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、
取締役及び使用人に説明を求めることができることとしております。
ロ)取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に
重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況
及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行え
るよう協力することとしております。
ハ)取締役及び使用人が監査役に報告を行った場合には、当該報告を行ったこと
を理由として不利益な取り扱いを行わないとしております。

i.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該
職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
イ)監査役がその職務の執行のために費用の前払又は償還等の請求をしたとき
は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認
められた場合を除き、速やかに処理するものとしております。

j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ)監査役は、内部監査人と連携を図り情報交換を行い、必要と認められる場合
は内部監査人に対して特定部署の内部監査の実施を要請できるものとしており
ます。
ロ)監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問法律事務所等に専門
的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、監査法人に意見を求め
る等必要な連携を図ることとしております。

k.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
イ)反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶する
ことを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化しております。また、取
引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引
を解消することとしております。
ロ)管理本部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行
っております。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう周知徹底する
とともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知
を図っております。
ハ)反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所
等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築しております。

③ 運用状況の概要
・取締役の職務執行体制
取締役会は20回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務
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執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締
役及び社外監査役が全てに出席いたしました。具体的には、経営数値の進捗状
況や内部統制システムの構築に関する基本方針等、重要な経営課題について議
論・審議を行いました。また、迅速・適正な対処を求められる事項については、
週一回、取締役、常勤監査役及び執行役員による常務会を開催し、迅速かつ効
率的に職務を執行いたしました。

・監査役の職務執行体制
監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行いました。具体
的には、取締役会や常務会等において取締役の業務執行を監査する他、社内の
様々な会議への積極的な参加や、内部監査を行う内部監査室との連携、代表取
締役をはじめとする取締役との定期的な面談を通じて現場レベルでの業務運用
状況の把握に努め、問題点や課題を早期に発見し、取締役と緊密な情報・意見
交換を実施いたしました。

・内部監査室の職務執行体制
内部監査室は、内部監査計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び内部統制
監査を実施いたしました。
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連結株主資本等変動計算書

（2019年１月１日から
2019年12月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本 純資産
合計資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

2019年１月１日残高 10,300 － 121,905 132,205 132,205

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 82,380 82,380 － 164,760 164,760

親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益

－ － 132,965 132,965 132,965

連結会計年度中の変動額合計 82,380 82,380 132,965 297,726 297,726

2019年12月31日残高 92,680 82,380 254,871 429,932 429,932
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連結注記表

１ 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１ 連結の範囲に関する事項

（１）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 １社

連結子会社の名称

株式会社エスエフプラス

（２）重要な非連結子会社の名称等

該当事項はありません。

２ 連結子会社の事業年度に関する事項

　 すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

３ 会計方針に関する事項

（１） 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法（但し、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、

定額法を採用しております。）

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物附属設備 10～20年

工具、器具及び備品 ５～10年

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、主な償却年数は次のとおりであります。

ソフトウェア（自社利用分） ５年

（２）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
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従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき

当連結会計年度に見合う分を計上しております。

③ 返金引当金

新卒人財の紹介において求職者が内定を辞退した場合、紹介先企業から

収受した紹介手数料の全額を返金する制度を設けております。当該返金の

支払に備えるため、売上高に返金実績率を乗じた金額を、売上高より直接

控除する方法により計上しております。

（３）その他連結計算書類を作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

４ 表示の変更

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月１

６日）に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令

第５号 平成30年３月26日）を当連結会計年度から適用し、繰延税金資産は投資その

他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定資産の区分に表示する方法に変更しま

した。

　この結果、前連結会計年度において「流動資産」に区分しておりました「繰延税金

資産」（前連結会計年度19,116千円）は、当連結会計年度においては「投資その他の資

産」の「繰延税金資産」28,982千円に含めて表示しております。

２ 連結株主資本等変動計算書に関する注記

１ 当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 881,600株

２ 配当に関する事項

　該当事項はありません。

３ 当事業年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）

の目的となる株式の種類及び数

普通株式 32,000株
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３ 金融商品に関する注記

１ 金融商品の状況に関する事項

（１） 金融商品に対する取組方針

当社グループは、スポーツ人財採用支援事業を行うための設備投資計画に照らし

て、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時的な余資は安全性の高い

金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

デリバティブ取引は行わない方針であります。

　

（２） 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、取引先ごと

の期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を把握しておりま

す。

当社グループは、事業の性質上、件数及び金額共に特定の取引先に集中すること

はなく、また支払期日についても月末締め翌月末精算を基本としており、可能な限

り短期間で回収することでリスクを低減しております。販売管理規程に従い、管理

本部が各取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管

理するとともに、財務状況などの悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図って

おります。また、与信管理規程に従い各取引先の返済能力に応じた信用取引を行う

ことでリスクの低減を図っております。

資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管

理は、資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性

リスクを管理しております。
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２ 金融商品の時価等に関する事項

2019年12月31日（当連結会計年度の決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及

びこれらの差額については、次のとおりであります。

当連結会計年度(2019年12月31日)

連結貸借対照表
計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 696,325 696,325 -

(2) 売掛金 123,909 123,909 -

資産計 820,234 820,234 -

(1) 買掛金 17,613 17,613 -
(2) 未払金 56,831 56,831 -
(3) 未払費用 39,658 39,658 -
(4）未払法人税等 46,930 46,930 -
(5）未払消費税等 47,485 47,485 -

(6) 長期借入金(※） 334,254 334,238 △15

負債計 542,771 542,755 △15

　※１年以内返済予定借入金を含めております。

注 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、並びに(2) 売掛金

これらは全て短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

　

負 債

(1) 買掛金、(2)未払金、(3)未払費用、（4）未払法人税等、並びに(5）未払消費

税等

これらは全て短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似して

いることから、当該帳簿価額によっております。

　

(6) 長期借入金(１年以内返済予定含む）

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リー

ス取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定してお

ります。
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４ １株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産 487円67銭

１株当たり当期純利益 162円73銭

（注）当社は2019年10月４日付で普通株式１株につき40株の割合で株式分割を行っておりますが、

当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産及び１株当

たり当期純利益を算定しております。

５ 重要な後発事象に関する注記

　当社は、2020年１月22日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり子会社を設

立いたしました。

（１）設立の理由

　スポーツに取り組む中で育まれる人格や考え方は、スポーツの付加価値であると考

えますが、その価値を定量的に把握しながらスポーツ教育を受ける環境は、まだ十分

に整備されているとは言えません。

スポーツフィールドグループは「スポーツ×教育」を切り口に、子供たちの競技力

向上に止まらず、人間力の向上及び地域社会におけるスポーツ環境の向上を目的とし

た新会社を立ち上げることが必要であると考え、今回の新会社設立に至りました。

（２）設立子会社の概要

①名称 株式会社スポーツフィールドイノベーションズ

②所在地 東京都新宿区市谷本村町３－29

③代表者 清水 健三

④主な事業 青少年期の男女を対象にしたスポーツの指導及び人財育成

⑤資本金 7,500千円

⑥設立時期 2020年１月31日

⑦出資比率 当社100%
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株主資本等変動計算書

（2019年１月１日から
2019年12月31日まで）

（単位：千円）

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

2019年１月１日残高 10,300 － －

事業年度中の変動額

新株の発行 82,380 82,380 82,380

当期純利益 － － －

事業年度中の変動額合計 82,380 82,380 82,380

2019年12月31日残高 92,680 82,380 82,380

（単位：千円）

株主資本

純 資 産
合 計

利益剰余金
株 主 資 本
合 計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

2019年１月１日残高 118,838 118,838 129,138 129,138

事業年度中の変動額

新株の発行 － － 164,760 164,760

当期純利益 133,716 133,716 133,716 133,716

事業年度中の変動額合計 133,716 133,716 298,477 298,477

2019年12月31日残高 252,555 252,555 427,616 427,616
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個別注記表

１ 重要な会計方針

１ 資産の評価基準及び評価方法

　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

２ 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く) 定率法

但し、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用
しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物附属設備 10～20年

工具、器具及び備品 ５～10年

無形固定資産（リース資産を除く) 定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

ソフトウェア（自社利用）５年

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額

のうち当事業年度負担分を計上しております。

(3) 返金引当金 紹介した求職者が入社に至らなかった場合、紹介先企

業から収受した紹介手数料を返金する制度を設けてお

ります。当該返金の支払に備えるため、売上高に返金

実績率を乗じた金額を、売上高より直接控除する方法

により計上しております。

４ その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法 税抜方式
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２ 貸借対照表に関する注記

　関係会社に対する金銭債権債務

短 期 金 銭 債 権 1,113千円

短 期 金 銭 債 務 330千円

３ 損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

営業取引による取引高

売 上 高 5,815千円

営業取引以外の取引高 9,251千円
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４ 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 －株

５ 税効果会計に関する注記

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 11,091千円

返金引当金 9,594 〃

減価償却費 999 〃

資産除去債務 9,970 〃

未払事業税 4,799 〃

子会社株式評価損 3,459 〃

その他 76 〃

繰延税金資産小計 39,989千円

評価性引当額 △ 3,459 〃

繰延税金資産合計 36,530千円

繰延税金負債

資産除去債務累計額 7,547千円

繰延税金負債合計 7,547 〃

繰延税金資産純額 28,982千円
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２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある

ときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 34.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5％

中小法人軽減税率適用による影響 0.2％

住民税均等割等 1.1％

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 △1.6％

所得拡大促進税制による税額控除 △5.9％

その他 0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.5％
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６ 関連当事者との取引に関する注記

１ 子会社及び関連会社等
（単位：千円）

種 類
会社等
の名称

議決権等の所有
(被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（注）

科 目 期末残高

子会社
株式会社エ
スエフプラ

ス

所有
直接
100％

当社からの
営業架電業
務、管理業
務を受託
当社従業員
の出向及び
出向受入

管理業務の
受託

5,815 未収入金 1,113

業 務 委 託 9,218 未払金 330

受 取 利 息 33 未収金 -

取引条件及び取引条件の決定方針等
注 １．価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で

決定しております。
　 ２．取引金額は消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

２ 役員及び個人主要株主等
（単位：千円）

種 類

会社等
の名称
又は
氏 名

議決権等の
所有

(被所有)
割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(注)

科 目 期末残高

役員 篠﨑 克志

被所有
直接
23.19
％

当社
代 表 取
締役

地代家賃支
払に対する
被保証人

8,216 地代家賃 ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
注 １．当社は東海オフィスの不動産賃貸借契約に対して代表取締役の篠﨑克志より債務保証を受

けております。不動産賃貸借契約の被債務保証の取引金額は、年間賃借料を記載しており
ます。なお、保証料の支払は行っておりません。

　 ２．取引金額に消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

７ １株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 485円05銭

１株当たり当期純利益 163円65銭

（注）当社は2019年10月４日付で普通株式１株につき40株の割合で株式分割を行っ
ておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株
当たり純資産及び１株当たり当期純利益を算定しております。
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８ 重要な後発事象に関する注記

連結注記表の「５ 重要な後発事象に関する注記」と同一であるため、当該事項をご

参照ください。
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